[bookmark: _GoBack]転出証明書申請書（郵送申請用）宿毛市→市外
転出証明書を送付願います。

	申請者
	
	電話番号
	


※特例転出の場合、手続きが完了次第、ご連絡します。昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

	異動年月日
	令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　※実際に転居した日付です。

	宿毛市での
住所
	宿毛市
	世帯主
	

	転出先住所
	
	世帯主
	



異動する人（※異動する人は、申請者含め異動する方全員を記入してください。）
	
	氏名
	性別
	生年月日
	世帯主から見ての続柄

	1
	
	男・女
	
	

	2
	
	男・女
	
	

	3
	
	男・女
	
	

	4
	
	男・女
	
	

	5
	
	男・女
	
	

	6
	
	男・女
	
	


マイナンバーカードをお持ちの方は特例転出ができます。希望する方は、下記に☑をしてください。
□　特例転出を希望します。
※特例転出とは、転出証明書を交付せずに転入届出ができます。転入される時は、マイナンバーカードを転入する市区町村の窓口に持参してください。
-------------------------------------------------------------------------------------------
郵送による転出手続きについて
次のA、B、Cをそろえてご請求ください。
A：申請書（この申請書をご利用ください。）
B：本人確認書類
①、②いずれかの本人確認書類等の写しを添付してください。
①運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（表面のみ）、その他官公庁が発行した免許証など（写真の添付されたもの）
②資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳・年金証書など写真添付のない証明書は複数組み合わせてください。
C：返信用封筒
ご本人の今までの住所又は新しい住所、氏名を書いて切手を貼ってください。
※特例転出の場合は、返信用封筒は不要です。

郵送で転出届出を行う場合の注意
※記載内容に不備がある場合及び本人確認がとれない場合は転出証明書を交付できない場合があります。
※郵送による転出届出が行えるのは、本人及び宿毛市での世帯主又は同一世帯員に限ります。委任状による代理の郵送での転出届出は受理できません。委任状による転出届出を希望の場合は、代理人が委任状を持って宿毛市の窓口にてお手続きをお願いします。

送付先及び問い合わせ先
〒788-8686　高知県宿毛市希望ヶ丘1番地　　宿毛市役所　市民課　市民係　　電話：0880-62-1233

転出証明書申請書（郵送申請用）宿毛市→市外【記入例】

転出証明書を送付願います。宿毛

	申請者
	宿毛　花子                    
	電話番号
	1234-56-7890


※特例転出の場合、手続きが完了次第、ご連絡します。昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

	異動年月日
	令和　　　８年　　　６月　　　１日　　※実際に転居した日付です。

	宿毛市での
住所
	宿毛市桜町２番１号
	世帯主
	宿毛　花子

	転出先住所
	高知県★★町★★1234番地
	世帯主
	宿毛　花子



異動する人（※異動する人は、申請者含め異動する方全員を記入してください。）
	
	氏名
	性別
	生年月日
	世帯主から見ての続柄

	1
	宿毛　花子
	男・
	昭和●年●月●日
	世帯主

	2
	宿毛　太郎
	・女
	昭和▲年▲月▲日
	夫

	3
	
	男・女
	
	

	4
	
	男・女
	
	

	5
	
	男・女
	
	

	6
	
	男・女
	
	


マイナンバーカードをお持ちの方は特例転出ができます。希望する方は、下記に☑をしてください。
□　特例転出を希望します。
※特例転出とは、転出証明書を交付せずに転入届出ができます。転入される時は、マイナンバーカードを転入する市区町村の窓口に持参してください。
-------------------------------------------------------------------------------------------
郵送による転出手続きについて
次のA、B、Cをそろえてご請求ください。
A：申請書（この申請書をご利用ください。）
B：本人確認書類
①、②いずれかの本人確認書類等の写しを添付してください。
①運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（表面のみ）、その他官公庁が発行した免許証など（写真の添付されたもの）
②資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳・年金証書など写真添付のない証明書は複数組み合わせてください。
C：返信用封筒
ご本人の今までの住所又は新しい住所、氏名を書いて切手を貼ってください。
※特例転出の場合は、返信用封筒は不要です。

郵送で転出届出を行う場合の注意
※記載内容に不備がある場合及び本人確認がとれない場合は転出証明書を交付できない場合があります。
※郵送による転出届出が行えるのは、本人及び宿毛市での世帯主又は同一世帯員に限ります。委任状による代理の郵送での転出届出は受理できません。委任状による転出届出を希望の場合は、代理人が委任状を持って宿毛市の窓口にてお手続きをお願いします。

送付先及び問い合わせ先
〒788-8686　高知県宿毛市希望ヶ丘1番地　　宿毛市役所　市民課　市民係　　電話：0880-62-1233
